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株式報酬の新展開 2025（ストックオプション・譲渡制限付株式・
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～近時の租税特別措置法、産競法、金商法改正を踏まえて～（下） 
 

弁護士 斉藤 元樹 
弁護士 堀内 健司 

はじめに 

本ニュースレターは、株式報酬に関する近時の改正及び改正提案のうち、実務上の関心が高いと思われる点・留
意点を概観するものであるところ、本下巻では、主に本邦「上場」会社を念頭に、直近のインサイダー取引規制や
開示規制に関する改正動向等について解説する。 

 

 
 
なお、本ニュースレターで用いられる用語の意味はそれぞれ以下のとおりである。 

 
・ストックオプション：自社の株式をあらかじめ定められた権利行使価額で購入することができる権利であり、会
社法上の新株予約権の形態をとる。 
・譲渡制限付株式：役職員に対して交付する、契約上一定期間の譲渡制限が付された自社の現物株式（普通株式）
をいう。譲渡制限は対象者による一定期間の在職や業績要件の達成を条件に解除される。 

・RSU（Restricted Stock Unit）：役職員に対して一定のユニットを付与した上で、一定の在職期間経過後に、
確定したユニット数に応じた自社の現物株式（普通株式）を交付するものをいう。 

目次： 
1. 令和 6年度税制改正における税制適格ストックオプションの改正（発行会社による株式保管） 
2. ストックオプション・プール 
3. 令和 7年度税制改正大綱（信託型ストックオプションの取扱い） 
＜以上、上巻＞ 
4. 株式報酬としての株式発行等に係るインサイダー取引規制上の軽微基準の見直し 
5. 株式報酬に係る開示規制の見直し 
6. その他関連する改正等 
＜以上、下巻＞ 

 

https://www.noandt.com/publications/publication20250228-1/
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・PSU（Performance Share Unit）：RSU同様、役職員に対して一定のユニットを付与した上で確定したユニ
ット数に応じて自社の現物株式（普通株式）を交付するものであるが、業績条件の達成度合いに応じて確定する
ユニット数が決定される点で RSUとは異なる。 

株式報酬としての株式発行等に係るインサイダー取引規制上の軽微基準の見直し 

(1) 概要 

現行法上、上場会社の業務執行を決定する機関が、新株発行又は自己株式処分についての決定をしたことは、金
融商品取引法（以下「金商法」）上、払込金額の総額が 1 億円未満であると見込まれない限り、インサイダー取引
規制の重要事実となる 1。 
もっとも、かかる「1億円」という基準は、時価総額等の大小にかかわらず、全ての上場会社に一律に適用され

るものであるところ、大規模の上場会社であれば、1億円以上の株式発行・自己株式処分を行う場合であっても投
資家の投資判断にそれほど重大な影響を与えない場合も想定される。他方、株式報酬については、定期的・頻繁に
実施することも想定されるものであるところ、「1 億円」を基準とすると、株式報酬の検討に関して頻繁に重要事
実が発生することになる結果、自己株式取得などのコーポレート・アクション等に相応の制約が生じることも想定
される。 
上記の背景もあり、金融庁は、2024年 6月に「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」（以下「取引規制府

令」）の改正案を公表した 2。当該改正においては、上場会社等の業務執行決定機関が、当該上場会社等又はその子
会社 3若しくは関連会社 4に対する役務提供の対価として、株式又は新株予約権を個人に対して割り当てる旨の決
定については、下記①②のいずれかに該当する場合には、インサイダー取引規制上の「重要事実」から除外される
こととされている。 
① 希薄化率が１％未満と見込まれること。 
② 価額（時価）の総額が１億円未満と見込まれること。 
なお、本改正については同年 9 月に内容が確定し 5、その施行日は 2025 年 4 月 1 日とされている。したがっ

て、3月 31日までは旧法が適用されるので、念のため留意が必要である。 
 
＜改正前後の軽微基準＞ 

改正前 改正後 

払込金額の総額が 1億円未満 

a. 上場会社又はその子会社 3 若しくは関連会社 4に対す
る役務提供の対価として、株式又は新株予約権を個人
に対して割り当てる場合：次のいずれかに該当する場
合 
 希薄化率が１％未満と見込まれる 
 価額（時価）の総額が１億円未満と見込まれる 

b. 上記 a以外の場合 
払込金額の総額が 1億円未満 

 

(2) 本改正に関する留意点 

 本改正に際しては多くのパブリックコメントが寄せられており、これらに対する金融庁回答（以下「2024 年 9
月パブコメ回答」）を踏まえた主な留意点は以下のとおりである 6。 

 
1 金商法 166条２項１号イ、取引規制府令 49条１項１号イ 
2 https://www.fsa.go.jp/news/r5/shouken/20240614-2/20240614.html 
3 会社法 2条 3号に規定する子会社をいう。 
4 会社計算規則 2条 3項 21号に規定する関連会社をいう。 
5 https://www.fsa.go.jp/news/r6/shouken/20240927/20240927.html 
6 なお、本改正に関する留意点については、鎌田航 他「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の改正の解説 - 株式報酬としての
株式発行等の決定に係る軽微基準に関する改正」商事法務 No.2381も実務上参考になる。 

https://www.fsa.go.jp/news/r5/shouken/20240614-2/20240614.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/shouken/20240927/20240927.html
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項目 留意点 

「役務提供の対価として」への該当性 

 提供主体：上場会社又はその子会社若しくは関連会社に対

して役務提供を行うのであれば、当該上場会社の役職員に

限られない 7。 

 信託受託者・持株会に対して割り当てる場合であっても、

直接個人に対して割り当てる場合と実質的に同一であれ

ば、これに該当する 8。 

希薄化率の計算 

 分子：株式発行・自己株式処分については、割り当てる株式

数で計算する。新株予約権については目的となる株式数で

計算する 9。 

 分母：(a)株式報酬の割当日の直前事業年度末日又は（b）

当該日より後に株式併合・分割・無償割当てを実施してい

る場合には、当該事象の効力発生日を基準日として計算す

る 10。なお、いずれも自己株式の数を除くが、非上場の発

行済種類株式の数も含まれる 11。 

価額（時価）の計算 

 株式発行・自己株式処分については、割り当てる株式の割
当日時点の時価、新株予約権については目的となる株式の
割当日時点の時価をもって計算する 12。 
 時価については、日々変動するものであることから、当該
時点の見込みに基づいて、軽微基準の該当性を判断する
13。 

複数の株式報酬が検討されている場合の取
扱い 

 それぞれを合算するかどうかについては個別具体的な事案
に即して実質的に判断する 14。 

 

(3) 本改正後に想定される実務上の対応 

本改正後、株式報酬の実施を検討している会社については、まず、検討している株式報酬が上記(1)①又は②の
軽微基準を満たすかどうかを確認することになると思われる。 
 その上で、軽微基準を満たさず、「重要事実」と扱われる可能性がある場合であって、これが上場会社等のコー
ポレート・アクション等の制約となることが想定される場合には、当該事実を公表することにより、「未公表の」
重要事実をなくすことを検討することになると思われる 15。 

 
7 2024年 9月パブコメ回答 No.8 
8 2024年 9月パブコメ回答 No.3～6 
9 改正後取引規制府令 49条 1項 1号ハ(1) 
10 改正後取引規制府令 49条 1項 1号ハ(1)。株式報酬としての株式発行等の決定が基準日以降の場合は確定数、基準日より前の場合
は合理的に見込まれた数を用いる（2024年 9月パブコメ回答 No.22）。 
11 2024年 9月パブコメ回答 No.17 
12 改正後取引規制府令 49条 1項 1号ハ(2) 
13 2024年 9月パブコメ回答 No.27～32 
14 2024年 9月パブコメ回答 No.12～16、26 
15 株式報酬の検討に係る事実について公表する場合の留意点については、ニュースレター「株式報酬の新展開（ストックオプショ
ン・譲渡制限付株式・RSU/PSU）～令和 6年度税制改正大綱・近時の金商法関連法令改正を踏まえて～（下）」をご参照いただきた
い。なお、今般の取引規制府令の改正に伴い、「インサイダー取引規制に関する Q&A」応用編問 7が改訂され、株式報酬として株式発
行・自己株式処分を行うことが内部的に決定された場合、その時点における株式報酬の総数もしくは総数またはこれらの上限として合

https://www.noandt.com/publications/publication20240213-1/
https://www.noandt.com/publications/publication20240213-1/
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＜本改正後に想定される検討フロー＞ 
 

 
 

株式報酬に係る開示規制の見直し 

(1) 概要 

金商法上、会社が総額 1億円以上の有価証券の募集又は売出しを行う際には、原則として、有価証券届出書の提
出が必要とされているところ、株式報酬の付与については、例えば公募増資等を行う場合とは異なり、役職員は発
行者や発行者の有価証券のことをよく知っているか容易に知り得るはずであることから、これらの開示規制によっ
て投資家となる役職員の保護を図る必要性は低い。そこで、現行法上、ストックオプションや譲渡制限付株式につ
いては、総額 1億円以上の有価証券の募集又は売出しであっても、一定の要件を満たせば、例外的に有価証券届出
書の提出が不要となり、臨時報告書の提出で足りるとされている（いわゆる臨報特例制度）。 
しかしながら、臨報特例制度については、これまでも一定の改正はされてきたものの、その適用範囲が不十分又

は不明確であった部分があり、使い勝手の悪さが指摘されていた。こうしたこともあり、2024 年 11 月、金融庁
は金融商品取引法施行令（以下「金商法施行令」）や企業内容等開示ガイドライン（以下「開示ガイドライン」）等
の改正を公表し、以下のとおり、臨報特例制度の要件拡充を図っている。 

 
① 臨報特例が適用される募集又は売出しの相手方の範囲を発行会社の完全子会社・完全孫会社以外の子会社

の役員・使用人まで拡大 
② 譲渡制限付株式に係る譲渡制限期間の見直し 
③ 事後交付型株式報酬（RSU・PSU）に係る募集又は売出しについても、臨報特例制度が適用されることを

明確化 
 
同改正は 2025年 2月 21日に内容が確定しているところ、以下、本改正について、株式報酬の類型ごとに、パ

ブリックコメントの結果等 16（以下「2025 年 2 月パブコメ回答」）を踏まえた改正内容と想定される影響につい
て解説する 17。なお、本改正については、2025年 2月 25日付で既に施行済みである。 
 

(2) ストックオプション 

改正前の金融商品施行令では、新株予約権証券で譲渡制限が付されているものの発行会社である会社が、当該会
社又は当該会社の完全子会社若しくは完全孫会社の役員又は使用人のみを相手方として行う取得勧誘については、

 
理的に見込まれた数または額を所定の方法で公表すれば「公表」（金商法 166条 4項）に該当するとの解釈が示されている。 
16 https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20250221/20250221.html 
17 なお、本改正においては、信託や持株会を通じた株式の交付が広がっていることも踏まえて、臨時報告書の記載事項の追加も行わ
れているが、当該改正内容の解説については割愛する。 

https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20250221/20250221.html
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臨報特例制度の利用が認められていた。 
もっとも、改正前の臨報特例制度については、勧誘の相手方である役員又は使用人が、(a)発行会社、(b)発行会

社の直接の完全子会社、又は(c)発行会社の完全孫会社の役員又は使用人である場合のみに利用できたところ、例
えば、ひ孫会社や完全子会社でない子会社（当該子会社が自己株式を保有している場合を含む。）の役員又は使用
人に新株予約権を付与する場合には利用できないといった、「使い勝手」の悪さが指摘されてきた。 
そこで、本改正では、臨報特例制度を利用するに当たって、勧誘の相手方は、発行会社の直接の完全子会社や完

全孫会社の役員又は使用人である必要はなく、間接保有の場合も含め、単に「子会社」（財務諸表等規則８条３項
に規定する子会社をいい、連結・非連結を問わない。）の役員又は使用人であれば足りることとされた 18。この結
果、本改正後は、ストックオプションの付与については、多くの場合、有価証券届出書を提出するのではなく、臨
報特例制度が利用されることが想定される。 

 
＜改正前後の臨報特例制度の要件＞ 

改正前 改正後 
・新株予約権証券で譲渡制限が付されていること 
・勧誘の相手方が、発行会社又は当該会社の直接
の完全子会社若しくは完全孫会社の役員又は使
用人のみであること 

・新株予約権証券で譲渡制限が付されていること 
・勧誘の相手方が、当該会社又は当該会社の子会社
（財務諸表等規則８条３項に規定する子会社）の
役員又は使用人のみであること 

 

(3) 譲渡制限付株式 

改正前の金商法施行令において、上場会社が交付する譲渡制限付株式については、(x)割当予定先について、発
行会社・完全子会社・完全孫会社の役員・使用人に係るものであり、(y)交付される株式について、その交付日の属
する事業年度終了後 3 か月間が経過するまで譲渡が禁止されているものであれば、臨報特例制度の利用が認めら
れていた。 
本改正後は、譲渡制限付株式についても、臨報特例が利用できる勧誘の相手方に関して上記(2)で述べた改正が

適用され、上記(x)の要件については、単に「子会社」の役員・使用人に係るものであれば足りることになる。ま
た、上記（ｙ）の株式に係る譲渡制限期間についても改正がされており、具体的には、本改正前には、株式交付日
の属する事業年度終了後 3 か月間が経過するまで譲渡が禁止されている必要があったものの、本改正後は、(i)事
業年度の上半期に株式が交付される場合には、当該年度の半期報告書が提出されるまで、(ii)事業年度の下半期に
株式が交付される場合には、当該年度の有価証券報告書が提出されるまで、譲渡制限が付されていれば足りること
とされた 19。 
本改正によって、譲渡制限付株式の付与についても、これまで以上に、臨報特例制度が利用されることが想定さ

れる。 
 
＜改正前後の臨報特例制度の要件＞ 

改正前 改正後 
・割当予定先について、発行会社又は発行会社
の直接の完全子会社若しくは完全孫会社の役
員又は使用人に係るものであること 

・交付される株式について、その交付日の属す
る事業年度終了後 3か月間が経過するまで譲
渡が禁止されているものであること 20 

・割当予定先について、発行会社又は子会社（財務
諸表等規則８条３項に規定する子会社）の役員又
は使用人に係るものであること 

・交付される株式について、以下の期間、譲渡が禁
止されているものであること 20 
・事業年度の上半期に株式が交付される場合に

 
18 金商法施行令 2条の 12第 2号、企業内容等の開示に関する内閣府令 2条 3項 
19 金商法施行令 2条の 12第 1号、企業内容等の開示に関する内閣府令 2条 1項。なお、有価証券報告書や半期報告書の提出遅延が
あった場合、本来の提出予定日まで譲渡が禁止されているだけでは足りず、実際の提出まで譲渡制限がされている必要がある（2025
年 2月パブコメ回答 No.9～13）。 
20 上記期間経過前に、取締役等の死亡その他正当な理由による退任又は退職や発行会社の組織再編等といった事由が生じた際に、譲
渡制限を解除する旨の条項が含まれている場合であっても、当該特例の譲渡制限期間の要件を満たす（開示ガイドライン B4-2-3）。詳
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改正前 改正後 
は、当該年度の半期報告書が提出されるまで 

・事業年度の下半期に株式が交付される場合に
は、当該年度の有価証券報告書が提出されるま
で 

 

(4) 事後交付型株式報酬（RSU・PSU） 

本改正により最も影響があった株式報酬の類型は事後交付型株式報酬（RSU・PSU）と考えられ、具体的には、
以下の改正が施行されている。 

 
(A) 金商法上の取得勧誘概念の明確化 

本改正後の開示ガイドラインにおいては、上場会社である発行会社が、当該発行会社又は子会社の役員又
は使用人に対し所定の時期に確定した数の株式を交付する旨を定めて通知その他の方法により当該役員又
は使用人に当該定めの内容を知らせること（以下「ユニット付与通知等」）は、取得勧誘等に該当し得るとさ
れている 21。 
本改正前は、RSUや PSUについては、ユニットの付与通知等が、「有価証券」の取得勧誘に該当するかは

必ずしも明確ではなく、金商法開示対応としては、実務上、大きく分けると、(A-1)ユニット付与通知時に
株式の取得勧誘がある可能性を踏まえ、当該時点で有価証券届出書や発行登録書等を提出している事例と、
(A-2)ユニットの付与通知時には有価証券届出書や発行登録書等は提出せず、ユニット確定後の株式の交付
時に有価証券届出書等を提出している事例のいずれも見られた。 
本改正における開示ガイドラインは、この点について、基本的には、RSU・PSU22のユニット付与通知時

に、有価証券の取得勧誘があること（上記 A-1の考え方）を明確化したものであると考えられる。そのため、
今後、上場会社が RSUや PSUを付与する場合には、当該ユニット付与通知決定時に金商法上の開示が必要
であるかを検討することになると考えられ、留意が必要となる。 

 
(B) 臨報特例制度の利用 

本改正前は、RSUや PSUの付与やユニット確定後の株式の交付については、ストックオプションや譲渡
制限付株式とは異なり、臨報特例制度は一般に利用されていなかったところ、本改正においては、RSU や
PSUについても、臨報特例制度が利用できることが明確化されている。 
具体的には、本改正後は、RSU や PSU については、(x)付与先が、発行会社又は発行会社の子会社の役

員・使用人に係るものであり 23、(y)ユニット確定後の株式交付時期が上記(3)(y)(i)(ii)で述べた譲渡制限期
間 24満了後であるか、又は、当該期間満了前に交付される株式について当該期間満了までに譲渡が禁止され
ている場合であれば、臨報特例制度が利用できることとされている 25。なお、上記(y)の要件について、ユニ
ット自体に譲渡制限が付されている必要はないとされている 26。 
 

 
細はニュースレター「株式報酬の新展開（ストックオプション・譲渡制限付株式・RSU/PSU）～令和 6年度税制改正大綱・近時の金
商法関連法令改正を踏まえて～（下）」をご参照いただきたい。 
21 開示ガイドライン B4-2-2 
22 PSUについても、本改正後の開示ガイドラインの適用対象となる（2025年 2月パブコメ回答 No.75～82）。 
23 当該要件については、取得勧誘等の時点で要件を満たす必要があるものの、株式の交付時点では満たす必要はないとされている
（2025年 2月パブコメ回答 No.3、5～8）。 
24 なお、RSU・PSUにおける当該期間の終期は、株式の交付時点の属する事業年度ではなく、ユニット通知等の時点の属する事業年
度に係る有価証券報告書又は半期報告書が提出されるまでを指す（開示ガイドライン B4-2-2、2025年 2月パブコメ回答 No.18～
22、87）。 
25 金商法施行令 2条の 12第 1号、開示ガイドライン B4-2-2 
26 2025年 2月パブコメ回答 No.18～22、97～98 

https://www.noandt.com/publications/publication20240213-1/
https://www.noandt.com/publications/publication20240213-1/
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(C) 実務上想定される影響と課題 
本改正後に付与する RSU・PSU については、ユニット確定後の株式の交付時ではなく、ユニット付与通

知等の決定時に金商法上の開示を行うことが想定され、かつ、その金額が 1億円以上であると合理的に見込
まれ、臨報特例制度に関する要件を満たす場合には、臨時報告書を提出することが想定される 27。その上で、
ユニット確定後については、交付する株式数が、当初開示した臨時報告書に記載された株数を上回るもので
なければ、訂正臨時報告書の提出も必須でなく 28、金商法上は特段の開示は不要となることも想定される。 
他方、金商法上の開示対応は上記で足りることが想定されるものの、会社法上の公告 29や取引所の適時開

示をどのタイミングで行うべきであるかについては必ずしも明らかではなく、今後の実務の集積が待たれる
ところである。 
また、本改正は、2025 年 2 月 25 日の施行日前に開始した取得勧誘には適用されないところ 30、本改正

前に上記（A-1）や（A-2）の対応をしていた会社については、改正後も改正前と同様の対応をすればよいの
か、検討が必要となることが想定される 31。 

 

(5) まとめ 

臨報特例制度の適用要件に差異はあるものの、本改正後は、金商法上の開示は主に、以下のイメージのとおりと
なることが想定され、その結果、株式報酬の各類型における提出書類が揃うことが想定される 32。 
 
（改正前） 
 当初付与時 Vesting後 
ストックオプション 新株予約権の発行 

→有価証券届出書又は臨時報告書の提出 
新株予約権行使・株式売却 
→開示書類は特になし 

譲渡制限付株式 新株発行又は自己株式処分 
→有価証券届出書又は臨時報告書の提出 

譲渡制限解除・株式売却 
→開示書類は特になし 

RSU・PSU ユニット付与 
→ケースバイケース 

新株発行又は自己株式処分・株式売却 
→ケースバイケース 

 
（改正後） 
 当初付与時 Vesting後 
ストックオプション 新株予約権の発行 

→臨時報告書の提出 
新株予約権行使・株式売却 
→開示書類は特になし 

譲渡制限付株式 新株発行又は自己株式処分 
→臨時報告書の提出 

譲渡制限解除・株式売却 
→開示書類は特になし 

RSU・PSU ユニット付与 
→臨時報告書の提出 

新株発行又は自己株式処分・株式売却 
→開示書類は特になし 

 
27 株数や金額については提出時点で合理的に見積もった数・金額を記載することが想定される（2025年 2月パブコメ回答 No.75～
82、121参照）。 
28 開示ガイドライン B24の 5-14-4参照。なお、臨報特例に基づき臨時報告書の提出後、最終的に交付する株式数が１億円を下回っ
た場合であっても、訂正臨時報告書の提出は不要とされている（2025年 2月パブコメ回答 No.39）。 
29 会社法上、公開会社の新株式の発行又は自己株式処分については、払込期日又は払込期間の初日の 2週間前までに、公告又は株主
への通知が必要となる（会社法 201条 3項・4項）。なお、金商法上の書類に募集事項が記載されている場合には当該書類の提出をも
って公告に代えることが可能である（同条 5項、会社法施行規則 40条）。 
30 2025年 2月パブコメ回答 No.88～89 
31 パブリックコメント上、本改正前に RSU・PSUの付与について発行登録書を提出していた会社が当該 RSU・PSUの確定に伴い株
式を交付するに当たっては、臨時報告書ではなく、発行登録追補書類を提出することとされている。但し、2025年 2月 25日の改正
施行日後に改めて同一内容の事後交付型株式の取得勧誘等について取締役会等の決議を行い、当該決議に係る臨時報告書を提出すると
ともに、既存の発行登録書を取り下げることにより、発行登録追補書類の提出をしないことも可能とされている（2025年 2月パブコ
メ回答 No.124～126）。 
32 あくまでイメージであり、実際の開示書類については、株式報酬の具体的内容に基づく個別判断が必要となる。 
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その他関連する改正等 

上記のほか、会社法関係では、従業員等に対する株式報酬としての株式の無償交付が検討されており、2024年
9月に開始した商事法務研究会「会社法制研究会」においては、2025年 2月 28日開催の研究会の資料として「会
社法制報告書（案）」（以下「本報告書案」）が公表されている 33。また、法務省の法制審議会においても、会社法制
に関する諮問がされている 34。 
これまで、株式報酬としての従業員に対する募集株式の発行・自己株式の処分については、従業員に対して金銭

報酬債権を付与した上で当該金銭報酬債権を現物出資させて株式を交付する方法（現物出資構成）がとられてきた
が、当該方法は技巧的すぎるとの指摘がされてきた。この点、上場会社の取締役については、令和元年会社法改正
において、取締役の報酬等として募集株式の発行又は自己株式の処分をする場合には、金銭の払込みを不要とする
ための改正がされたものの 35、従業員に対する株式の交付については同様の改正はされなかった。こうした状況も
踏まえ、今回、関係各所で、従業員に対する株式報酬としての株式の無償交付が検討されるに至っている。 
他方、本報告書案では、従業員に対する株式の無償交付については、①労働法制との関係の整理、②既存株主の

利益の保護（有利発行規制の適用有無、株主総会の要否）、③対象者の範囲（子会社の役員及び従業員、監査役等
を含めるか）、④非上場会社の利用可否、⑤開示、⑥会計処理などが検討すべき事項として挙げられている。 
従業員等に対する株式報酬としての株式の無償交付については、現時点で具体的な法令改正等が公表されている

わけではないため、直ちに実現することが想定されるものではないものの、上記の検討状況は、今後の法令改正等
の方向性を示唆するものとして、重要なものであると考えられ、今後の更なる動向が注目される。 

おわりに 

株式報酬については、本ニュースレター（上）（下）でも紹介したとおり、直近 1 年間に限っても実に様々な法
令改正等が実施されており、今後もさらに法令改正等が行われることが想定される。そのため、導入済企業や今後
の導入検討企業においては、最新の法令改正等の動向を踏まえた上で対応することが一層重要になると考えられる。 

 
2025年 3月 11日 

 
 
 
  

 
33 https://www.shojihomu.or.jp/list/kaishahoseiken 
34 https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi03500044_00005.html 
35 会社法 202条の 2など参照。 
 

https://www.shojihomu.or.jp/list/kaishahoseiken
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi03500044_00005.html
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